
みんなの
あんしん 介護保険

介護保険は「 予防」と「 安心」で 暮ら し を 支え る 制度で す

わかり やすい 利用の手引き令和6 年4 月〜
　 　 令和9 年3 月

介護保険に関するこ と

介護保険以外の高齢者のサービスに関するこ と

介護認定に関するこ と
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介護保険以外にも こ んなサービスがあり ます介護保険以外にも こ んなサービスがあり ます
介護保険制度で 実施さ れる サービ スの他に、日田市では介護予防や在宅生活支援のため、

次の事業を 行っ ています。

生きがいサロン

公民館や老人福祉センタ ーなどの施設で、閉じ

こ も り がち な 高齢者等を 対象に、介護予防メ

ニュ ーや趣味活動を 行っ ています。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

緊急通報装置の貸出し

一人暮ら し の高齢者等を 対象と し て、急病やケ

ガ等の緊急事態が発生し た場合に対応する た

めの緊急通報装置を 貸出し ます。

◆利用料…月額　 9 9 0 円

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

家族介護用品支給事業

要介護者を 在宅で介護し ている 同居の家族等

に介護用品支給券を 給付し ます。

◆対象者…要介護1 ～ 2（ 日常生活自立度等条

件あり ）ま た は、要介護3 以上の方

を 在宅で介護する 市民税非課税世

帯の同居家族

◆支給額…要介護1 ～ 2 　 月額　 3 ,5 0 0 円

　 　 　 　 　 要介護3 以上　 月額　 7 ,5 0 0 円

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

介護予防の教育や相談指導

保健師等が、介護予防についての知識や具体的

方法を 普及啓発する ため、地区公民館等で健康

教育や健康相談を 開催し ています。（ 無料）

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

在宅介護者の集い

在宅で介護し ている ご家族や介護者を 対象に

開催し ています。（ 無料）

詳し い日程は下記までお問い合わせく ださ い。

食の自立支援事業（ 配食サービス）

在宅の栄養改善が必要な高齢者等に、夕食を 自

宅まで配達し ます。（ 年末年始は休みます）

◆対象者…要支援、要介護、介護予防・ 日常生

活支援総合事業の事業対象者のい

ずれかに該当する 一人暮ら し の高

齢者または高齢者のみの世帯や栄

養改善が必要な方。

◆利用料…１ 食につき 3 0 0 円程度

特別食は利用者負担額が変わり ます。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

在宅高齢者住宅改造助成事業

住宅改造が必要な身体状況の在宅高齢者がい

る 住宅を、高齢者に適する よう に改造する 経費

の一部を 助成し ます。

◆対象者…要介護及び要支援の認定を 受けて

いる 高齢者の世帯、又は7 5 歳以上

の高齢者のいる 世帯、又は6 5 歳以

上の高齢者のみの世帯（ 所得要件

があり ます）

◆助成額…基準額の3 分の2 以内（ 基準額の上

限は6 0 万円で す。な お、要介護認

定を 受けている方は、介護保険の住

宅改修を 含みます。）

※詳し く は、募集時期（ 5 月）の広報を ご覧く だ

さ い

冊子内の本文には、見やすく 読みまちがえにく い
ユニバーサルデザイ ンフ ォ ント を 採用し ています。

こ の冊子は環境に配慮し 、

植物油イ ン キを 使用し ていま す。
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4 0 歳以上の方は、介護保険に加入し 、決めら れた保険料を 納めていま す。

その保険料や税金を 財源と し 、介護が必要な方は、費用の一部を 負担するこ

と でさ まざまな介護保険サービスを 受けら れます。

介護保険は、介護が必要になっ ても 高齢者が地域で安心し て暮ら し ていける

こ と を 目指すと と も に、でき る限り 自立し た生活を 送れるよう 支援し ます。

本書は、介護保険で受けら れるサービ スや利用のし かたを 説明し ています。

一日一日を より 充実し たも のにし ていただく ためにも 、ぜひ本書を ご活用く

ださ い。

介護保険は高 齢者の暮ら し を

社会みん な で 支え る し く みで す

今後の制度改正等により 、内容の一部が変更になる場合があり ます。
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介護保険は、介護が必要になっ た方が地域で安心し て暮ら し ていく ための制度です。

市が運営し 、4 0 歳以上のすべての方が加入し て保険料を 納めます。 介護が必要に

なっ たと き には、費用の一部（ 1 〜3 割）を 負担するこ と で介護保険サービスを 利用

できます。

地域の高齢者のさ まざまな困り ごと に対応する総合相談窓口です。 ▶ 詳し く は2 4 ページ。

「 地域包括支援セン タ ー」と は？

介護保険証
（ 介護保険被保険者証）

要介護認定を申請すると き や介護保険のサービスを受けると きなどに

介護保険証が必要になり ます。

【 6 5 歳以上の方】 ●6 5 歳になる月（ 誕生日が1 日の方は前月）に交付さ れます。

【 4 0 〜6 4 歳の方】 ●要介護認定を受けた方に交付さ れます。
交付対象者

負担割合証
（ 介護保険負担割合証）

介護保険サービス等を利用すると き の負担割合（ 1 〜3 割）が

記載さ れています。

要介護認定を受けた方、介護予防・ 生活支援サービス事業対象者に交付さ れます。交付対象者

●  加入者（ 被保険者）は年齢により 2 つに分けら れます

加入者
（ 被保険者）

介護保険
サービ ス

提供事業者

日田市
（ 保険者）

地域包括

支援センタ ー
高齢者が地域で

生活でき るよう

支援するための拠点。

主な役割
▶  P.5・ P.2 4

ケア

マネジャ ー
介護サービスの

相談窓口と なっ てく れる

介護の専門家。

主な役割
▶  P.5

費用費用の支の支払い払い
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連絡調整

6 5 歳以上の方
（ 第1 号被保険者）

【 介護保険を 利用で き る 方】

「 要介護認定」（ 介護や支援が必要であると いう 認定）を受けた方。

（ ▶  要介護認定 6 〜7 ページ）（ ▶  要介護認定 6 〜7 ページ）

※ 6 5 歳以上の方は、介護が必要になっ た原因を問わず、介護保険を利用でき ます。

　  ただし 、交通事故などの第三者行為が原因の場合は、市へ届け出をお願いし ます。

4 0 〜6 4 歳の方 
（ 第2 号被保険者）

【 介護保険を 利用で き る 方】

介護保険の対象と なる病気※が原因で「 要介護認定」を受けた方。

交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外です。

※ 介護保険の対象と なる病気（ 特定疾病）には、下記の1 6 種類が指定さ れています。

●がん（  医師が一般に認めら れている医学的知見に基づき 回復の見込みがない状態に至っ たと 判断し たも のに限る）
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　 　 ●進
し ん

行
こ う

性
せい

核
かく

上
じ ょ う

性
せい

麻
ま

痺
ひ

、大
だ い

脳
のう

皮
ひ

質
し つ

基
き

底
て い

核
かく

変
へん

性
せい

症
し ょ う

及びパーキン ソ ン 病
びょ う

　 　 ●脊
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4 0  〜6 4 歳の方が介護保険を利用すると きに対象と なる病気（ 特定疾病）

介護サービスを 利用する方の相談・ 窓口役です。

【  ケアマネジャ ーの役割 】
● 要介護認定の申請代行

● ケアプラ ンの作成

● 介護サービス事業者と の連絡調整

● サービスの再評価と サービス計画の練り 直し 　 など

ケアマネジャ ーは正式

には介護支援専門員と

いい「 居宅介護支援事

業者」 等に所属し て い

ます。

■介護保険サービスの自己負担割合と 判定基準

は
い 3 割負担

2 割負担

1 割負担

い
い
え

いいえ

いいえ

はい

はい

65
歳
以
上
で
本
人
が
住
民
税
課
税

年金収入＋その他の合計所得金額が
• 単身で3 4 0 万円以上　 または
•  6 5 歳以上の方が2 人以上いる世帯で4 6 3 万円以上

年金収入＋その他の合計所得金額が
• 単身で2 8 0 万円以上　 または
•  6 5 歳以上の方が2 人以上いる世帯で3 4 6 万円以上

1 6 0 万円以上
2 2 0 万円未満

1 6 0 万円未満

2 2 0 万円以上
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

※ 4 0 〜6 4 歳の方は、所得にかかわら ず1 割負担です。

「 ケアマネジャ ー」と はどんな人？

4 5
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介護保険のし く み

■地域包括支援セン タ ー電話番号（ 市外局番： 0 9 7 3 ）

圏域名 センタ ー名 TEL 担当地区

中央 中央地域包括支援セ ン タ ー 2 3 -2 5 5 2 隈庄手・ 竹田・ 咸宜・ 桂林・ 田島

西部 西部地域包括支援セ ン タ ー 2 6 -0 0 3 6 光岡・ 朝日・ 三花・ 小野・ 大鶴・ 夜明

東部 東部地域包括支援セ ン タ ー 2 2 -0 2 4 8 三芳・ 高瀬・ 西有田・ 東有田・ 五和

南部 南部地域包括支援セ ン タ ー 5 7 -9 0 1 2 前津江・ 中津江・ 上津江・ 大山・ 天瀬



介護サービスや介護予防サービ ス、介護予防・ 生活支援サービス事業を 利用するに

は、まずは、市の窓口や地域包括支援センタ ーに相談し まし ょ う 。

総合事業

要介護度

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
流
れ 

②
へ
（
▼
8
ペ
ー
ジ
か
ら
）

要介護認定
（ 調査〜判定）

要介護認定
の申請

※事業対象者と は「 介護予防・ 生活支援サービス事業」

の対象者のこ と です。

市の窓口等に申請し て、要介護認定を

受けます。（ ▶ 下記参照）

自立し た生活が送れる

生活機能の低下が
みら れる（ 事業対象者

※
）

非該当

認 

定

要介護認定を受ける
介護サービス介護サービスを利用でき ます。

介護予防・ 生活支援サービ ス 事業

を 利用し ていた方は引き 続き 利用 

でき る場合があり ます。

高

低

介
護
が
必
要
な
度
合
い

▶ 介護サービスが必要

▶ 住宅改修が必要　 など

▶ 生活に不安があるが

どんなサービスを

利用し たら よいか

わから ない
など

▶ 介護予防に取り 組みたい

など

2 5 の質問項目で日常生活に必要な機能が

低下し ていないかを調べます。

介護予防・ 生活支援サービ ス事業のみを

希望する 場合には、基本チェ ッ ク リ スト

による判定で、サービスを利用できます。

基本チェ ッ クリ スト を受ける

一般介護予防事業
を利用できます。

介護予防サービス介護予防サービス
を利用でき ます。

介護予防・ 生活支援

サービ ス事業
を利用できます。

介護（ 予防）サービスを利用するには、 要介護認定を受け「 介護や支援が必要である」と 認定さ れる必要があり ます。

申請の窓口は市の長寿福祉課または各振興局です。 申請は、本人のほか家族でも できます。

次のと こ ろ でも 申請の依頼ができ ます。（ 更新申請も 含みます）

・ 地域包括支援センタ ー　・ 居宅介護支援事業者　・ 介護保険施設

要介護認定（ 調査〜判定）要介護認定の申請
申請を すると 、訪問調査のあと に公平な審査・ 判定が行われ、

介護や支援が必要な度合い（ 要介護度）が決まり ます。

主治医の意見書 訪問調査 一次判定 二次判定（ 認定審査）

市の依頼により 、主治医

が意見書を作成。受診の

際は、予診票（ ※2 ）の持参

が必要。

訪問調査の結果や、主治

医の意見書の一部の項

目を コ ン ピ ュ ータ に 入

力し 、一次判定を行う 。

一次判定や主治医の意

見書などをも と に、専門

家が審査する。

要介護認定の流れ

申請に
必要なもの

申請書には主治医の氏名・ 医療機

関名・ 所在地・ 電話番号を 記入する

欄があり ます。

かかり つけの医師がいる 方は、確

認し ておき まし ょ う 。

 申請書　 長寿福祉課または各振興局の窓口にあり ます

 介護保険証

 健康保険の保険証

1 2

2 心身の状態を調べる 3 心身の状態を知る 4 利用でき るサービス1 相談する

市の窓口または地域包括支援セン タ ー

で、 相談の目的を 伝え ま す。 希望する

サービスがあれば伝えまし ょ う 。

要介護認定や基本チェ ッ ク リ ス ト に

よっ て心身の状態を判定し ます。

必要な 支援の度合いによ っ て、 利用で き る

サービスは異なり ます。 一般介護予防事業は、

6 5 歳以上のすべての方が利用でき ます。

要介護認定または基本チェ ッ ク リ スト を 受けます。

まだ支援が必要でない方には、一般介護予防事業などを

紹介し ます。

認 定

認 定

市の調査員な ど が自宅

などを訪問し 、心身の状

態な ど について 聞き 取

る。

※ 1 申請に必要なも のは、変更と なる場合があり ます。 ※2 予診票は、申請時にお渡し し ます。

※1

6 7
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サービ ス利用の流れ①



要
介
護
1
〜
5
の
方

要
支
援
1
・
2
の
方

ケアプラ ン
※1

を作成する
サービスを
利用する

ケアマネジャ ーを
選ぶ

介護サービ スの種類

●訪問サービス…▶ P.1 1・ 1 2

●施設に通う ……▶ P.1 2

●短期間施設に泊まる
…………………▶ P.1 3

●施設に入所し て利用する
…………………▶ P.1 3

●生活環境を整える
…………………▶ P.2 0・ 2 1

居宅サービス

●訪問サービス………▶ P.1 8

●認知症の方向け……▶ P.1 8

●施設に通う …………▶ P.1 8

●通いを中心と し た
　 複合サービス………▶ P.1 9

●施設に入所し て利用する
………………………▶ P.1 9

地域密着型サービス

介護予防サービ スの種類

●訪問サービス…▶ P.1 5・ 1 6

●施設に通う ……▶ P.1 6

●短期間施設に泊まる
…………………▶ P.1 7

●施設に入所し て利用する
…………………▶ P.1 7

●生活環境を整える
…………………▶ P.2 0・ 2 1

介護予防サービス

●認知症の方向け……▶ P.1 8

●通いを中心と し た
　 複合サービス………▶ P.1 9

地域密着型介護予防サービス

介護予防・ 生活支援サービ ス事業
●訪問サービス…▶ P.23 ●施設に通う ……▶ P.2 3

介護予防・ 生活支援
サービ ス事業

●訪問サービス…▶ P.2 3

●施設に通う ……▶ P.2 3

地域包括支援センタ ー等
に連絡する

介護予防ケアプラ ン ※1

を作成する
サービスを
利用する

施設サービ ス
●介護保険施設に入所する……………………… ▶ P.1 4

介護保険施設を
選ぶ

ケアプラ ン
※1

を作成する
サービスを
利用する

事
業
対
象
者

地域包括支援センタ ーに
連絡する

ケアプラ ン
※1

を
作成する

サービスを
利用する

1 2 3

※1 　 ケアプラ ンの作成、介護予防ケアプラ ンの作成は、利用者の費用負担はあり ません。 ※2 　 契約にあたっ てはサービス内容や料金などを よく 確認し まし ょ う 。

自宅で

暮ら し ながら

サービスを

利用し たい

介護保険施設

へ入所し たい

要介護1 〜5 と 認定さ れた方で、自宅を 中心と し たサービ スを 希望する 方は居宅

介護支援事業者に、施設への入所を 希望する 方は介護保険施設に連絡し ます。

また、要支援1・ 2 と 認定さ れた方およ び介護予防・ 生活支援サービス事業対象者は

地域包括支援セン タ ー等に連絡し ます。
ケアプラ ン（ どのよう なサービスをどのく ら い利用するかを決めた計画書）を作成する際は、

どんな生活を送れるよう になり たいか、と いう 希望をし っ かり 伝えまし ょ う 。

市など が発行する 事業者一覧

のなかから 居宅介護支援事業

者（ ケ ア マ ネ ジャ ーを 配置し

て いる サービ ス 事業者） を 選

び、連絡し ます。

▶ 居宅介護支援P.1 0

見学する など サービ ス内容や

利用料について検討し た上で、

施設に直接申し 込みます。

地域包括支援セン タ ーまたは居宅介護

支援事業者に連絡し ます。

地域包括支援センタ ー

に連絡し ます。

担当のケアマネジャ ー

と 相談し ながら ケアプ

ラ ンを作成し ます。

入所する施設のケアマネ

ジャ ーと 相談し ながら ケ

アプラ ンを作成し ます。

サービス事業者と 契約※2し ます。

ケアプラ ンにそっ て介護サービ介護サービ

ススを利用し ます。

ケアプラ ンにそっ て施設サービ施設サービ

ススを利用し ます。

サービ ス事業者と

契約※2 し ます。

介護予防ケ ア プ ラ ン に そっ て 

介護予防サービス介護予防サービスおよび介護予介護予

防・ 生活支援サービ ス事業防・ 生活支援サービ ス事業を 利

用し ます。

サービス事業者と 契約※2し ます。

ケアプ ラ ン にそっ て介護予防・介護予防・

生活支援サービス事業生活支援サービス事業を利用し

ます。

1

地域包括支援セン タ ーの職員やケア

マネジャ ーと 相談し ながら 介護予防

ケアプラ ンを作成し ます。

▶ 介護予防支援

　 P.1 5

地域包括支援セン タ ーの職員と 相談

し ながら ケアプラ ンを作成し ます。

1 2 3

変更ポイント

介護予防ケアプラ ンの作成を、市から 指定

を 受けた居宅介護支援事業者へ依頼でき

るよう になり まし た。（ 令和6 年4 月から ）

2 3

1 2 3

8 9
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サービ ス利用の流れ②



訪問入浴介護
自宅に浴槽を持ち込んでも ら い、入浴の介助

を受けます。

訪問リ ハビリ テーショ ン
リ ハビリ の専門家に訪問し ても ら い、自宅で

リ ハビリ を受けます。

ケアプ ラ ン の作成およ び相談は無料です。

（ 全額を 介護保険で負担し ます）

居宅介護支援
ケアマネジャ ーにケアプラ ンを作成し ても ら う ほか、

安心し て介護サービスを利用でき るよう 支援し ても ら います。

訪問介護 【 ホームヘルプサービス】

ホームヘルパーに自宅を 訪問し ても ら い、

身体介護や生活援助を 受けます。

ケアプラ ンの作成・ サービス利用についての相談

要 望 足の筋力を回復し 、自分で家事ができ るよう になり たい

月 火 水 木 金 土 日

午

前 訪問介護

通所介護

訪問介護 通所
リ ハビリ

訪問介護

午

後

ケアプラ ンは生活の設計図。 目標の達成につながるサービスを 組み込むこ

と が大切です。「 担当のケアマネジャ ーさ んにすべてお任せ」ではなく 、目

標やどんな生活を送り たいかをケアマネジャ ーに積極的に伝えまし ょ う 。

サービス利用開始から 一定期間後、目標が達成さ れているか評

価し ます。 サービス利用の途中でも「 自分の生活に合わない」

「 改善が見ら れない」と いう 場合は、ケアプラ ンの見直し ができ

ますので、遠慮なく ケアマネジャ ーに相談し てく ださ い。

納得のいく

ケアプ ラ ン

のために

日常生活の手助けを 受ける

自宅を 訪問し ても ら う

〈 身体介護〉
●食事、入浴、排せつのお世話

●衣類やシーツ の交換 など

〈 生活援助〉
●住居の掃除、洗濯、買い物

●食事の準備、調理 など

自己負担（ 1 割）のめやす

身体介護

中心

2 0 分〜3 0 分未満 2 4 4 円

3 0 分〜1 時間未満 3 8 7 円

生活援助

中心

2 0 分〜4 5 分未満 1 7 9 円

4 5 分以上 2 2 0 円

※早朝・ 夜間・ 深夜などの加算があり ます。

通院等乗降介助（ 1 回） 9 7 円

足の筋力回復のための機能訓練を 行う 。

外出するこ と がよい気分転換にも 。

家の中で転ばないため、

日常動作のリ ハビリ 。

以下のサービスは、介護保険の対象外です
本人以外のためにするこ と や、日常生活上の家事の範囲を超えるこ と などは、サービスの対象外です。

●本人以外の家族のための家事 ●ペッ ト の世話 ●草むし り・ 花の手入れ　

●来客の応対 ●模様替え ●洗車 など

※サービ スの内容によ っ ては、「 介護保険外」のサービ スと し て受けるこ と ができ ます。

希望する と き は、ケアマネジャ ーやサービ ス提供事業者に相談し まし ょ う 。

自己負担（ 1割）のめやす

1 回 1 ,2 6 6 円

自己負担

（ 1割）のめやす

1 回 3 0 7 円 3 0 8 円

居宅サービスと は、自宅を 中心に利用する サービスです。「 施設に通う 」「 短期間施

設に入所する 」など、さ まざまな種類のサービスが用意さ れています。

こ れら のサービスのなかから 、利用者の希望に合う も のを組み合わせて利用できます。

地域密着型サービスについて▶ 18・ 1 9 ページ。

ケアプラ ンの作成例（ 要介護１ の方の例）

令和 6 年

5 月まで

令和 6 年

6 月から

10 11

介護サービ ス【 要介護 1 〜 5 の方へ】

介
護
サ
ー
ビ
ス

介
護
サ
ー
ビ
ス

介護サービ ス（ 居宅サービ ス）の

種類と 費用のめやす

自己負担1 割の費用をめやすと し て掲載し ています。

実際の自己負担は所得状況などにより 1 割、2 割、3 割のいずれかになり ます。（ ▶ P.5 参照）

※ 自己負担のめやすは標準的な地域のも ので す。 実際の費用は、利用する 事業者の所在地や施設の体制、

サービスの内容、加算項目などにより 異なり ます。 また、加算項目は一部項目のみを記載し ています。

※自己負担のめやすは令和6 年1 月時点の情報をも と にし ており 、今後変更になる場合があり ます。



特定施設入居者生活介護
有料老人ホームな ど に入所し て いる 方が受ける

サービ スです。 食事・ 入浴など の介護や機能訓練

を受けら れます。 サービスは、包括型（ 一般型）と 、

外部の事業者がサービスを 提供する外部サービス

利用型に区分さ れます。

居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士な

どに訪問し ても ら い、薬の飲み方、食事

など療養上の管理・ 指導を受けます。

短期入所生活介護
【 ショ ート ステイ 】

介護老人福祉施設などに短

期間入所し て、食事・ 入浴な

どの介護や機能訓練が受け

ら れます。

短期入所療養介護
【 医療型ショ ート ステイ 】

介護老人保健施設などに短

期間入所し て、 医療によ る

ケア や介護、 機能訓練な ど

が受けら れます。
通所介護【 デイサービス】

通所介護施設で、食事・ 入浴

など の介護や機能訓練が日

帰り で受けら れます。

訪問看護
看護師などに訪問し ても ら

い、床ずれの手当てや点滴

の管理をし ても ら います。

通所リ ハビリ テーショ ン【 デイケア】

介護老人保健施設や病院・ 診療所で、日帰り の

機能訓練などが受けら れます。

施設に通う

自己負担（ 1 割）のめやす

【 単一建物居住者1 人に行う 場合】

医師の場合（ 月2 回まで） 5 1 4 円 5 1 5 円

歯科医師の場合（ 月2 回まで） 5 1 6 円 5 1 7 円

医療機関の薬剤師の場合（ 月2 回まで） 5 6 5 円 5 6 6 円

薬局の薬剤師の場合（ 月 4 回まで） 5 1 7 円 5 1 8 円

歯科衛生士等の場合（ 月 4 回まで） 3 6 1 円 3 6 2 円

自己負担（ 1 割）のめやす

病院・

診療所から

2 0 分〜 3 0 分未満 3 9 8 円 3 9 9 円

3 0 分〜 1 時間未満 5 7 3 円 5 7 4 円

訪問看護

ステーショ ンから

2 0 分〜 3 0 分未満 4 7 0 円 4 7 1 円

3 0 分〜 1 時間未満 8 2 1 円 8 2 3 円

※早朝・ 夜間・ 深夜などの加算があり ます。

要介護 1 65 8 円

要介護 2 77 7 円

要介護 3 90 0 円

要介護 4 1 ,0 2 3 円

要介護 5 1 ,1 4 8 円

自己負担（ 1 割）のめやす

【 通常規模の施設／ 7 〜 8 時間未満の利用の場合】

※ 食費、日常生活費は別途負担と なり ます。

※ 利用するメ ニュ ーによっ て別に費用が加算さ れます。

　・ 個別機能訓練 5 6 円／ 1 日

　・ 栄養改善 2 0 0 円／ 1 回

　・ 口腔機能向上 1 5 0 円／ 1 回 など

要介護 1 7 5 7 円 7 6 2 円

要介護 2 8 9 7 円 9 0 3 円

要介護 3 1 ,0 3 9 円 1 ,0 4 6 円

要介護 4 1 ,2 0 6 円 1 ,2 1 5 円

要介護 5 1 ,3 6 9 円 1 ,3 7 9 円

自己負担（ 1 割）のめやす

【 通常規模の施設／ 7 〜 8 時間未満の利用の場合】

※ 食費、日常生活費は別途負担と なり ます。

※ 利用するメ ニュ ーによっ て別に費用が加算さ れます。

　・ 栄養改善 2 0 0 円／ 1 回

　・ 口腔機能向上 1 5 0 円／ 1 回 など

1 日あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

【 併設型の施設の場合】

要介護度
ユニット 型個室

ユニット 型個室的多床室
従来型個室 多床室

要介護 1 7 0 4 円 6 0 3 円 6 0 3 円

要介護 2 7 7 2 円 6 7 2 円 6 7 2 円

要介護 3 8 4 7 円 7 4 5 円 7 4 5 円

要介護 4 9 1 8 円 8 1 5 円 8 1 5 円

要介護 5 9 8 7 円 8 8 4 円 8 8 4 円

1 日あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

【 介護老人保健施設の場合】

要介護度
ユニット 型個室

ユニット 型個室的多床室
従来型個室 多床室

要介護 1 8 3 6 円 7 5 3 円 8 3 0 円

要介護 2 8 8 3 円 8 0 1 円 8 8 0 円

要介護 3 9 4 8 円 8 6 4 円 9 4 4 円

要介護 4 1 ,0 0 3 円 9 1 8 円 9 9 7 円

要介護 5 1 ,0 5 6 円 9 7 1 円 1 ,05 2 円

居室（ 部屋のタ イ プ）
について

ユニッ ト 型個室 リ ビングスペース（ 共同生活室）を併設し ている個室

ユニッ ト 型個室的多床室 リ ビングスペースを併設し ているが完全な個室ではない部屋

従来型個室 リ ビングスペースを併設し ていない個室

多床室 定員2 人以上の相部屋

※ 費用は施設の種類やサービ スに応じ て異なり ます。 　

※ 食費、日常生活費、滞在費は別途負担と なり ます。

※ 連続し た利用が3 0 日を超えた場合、3 1 日目から は全額自己負担と なり ます。

その他の

サービス

▶  地域密着型サービス ………………………… 1 8・ 1 9 ページ

▶  福祉用具貸与・ 購入、住宅改修 ……………… 2 0・ 2 1 ページ

お医者さ んの指導のも と の助言・ 管理
短期間施設に泊まる

施設に入っ ている方が利用する介護サービ ス

要介護 1 5 4 2 円

要介護 2 6 0 9 円

要介護 3 6 7 9 円

要介護 4 7 4 4 円

要介護 5 8 1 3 円

1 日あたり の

自己負担（ 1 割）のめやす

【 包括型（ 一般型）の場合】

※ 食費、日常生活費、居住費は別途負担と なり ます。

※ 費用は施設の種類やサービ スに応じ て異なり ます。

令和6 年5 月まで 令和6 年6 月から

共生型サービスは、1 つの事業所で、介護保険と 障がい福祉のサービスを一体的に提供する

取り 組みです。

例えば、障がい福祉サービス事業所が、共生型サービス事業所の指定を受けるこ と により 、

介護保険サービスを提供でき るよう になり 、障がいをお持ちの方が65 歳以上になっ ても 、

引き続き 、同じ 施設でサービスが受けら れます。

【 対象サービス】　 訪問介護　 通所介護　 短期入所生活介護 等

「 共生型

サービ ス」

について

令和 6 年5 月まで

令和 6 年5 月まで

令和6 年6 月から

令和6 年6 月から

12 13

介護サービ ス【 要介護 1 〜 5 の方へ】
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自己負担1 割の費用をめやすと し て掲載し ています。

実際の自己負担は所得状況などにより 1 割、2 割、3 割のいずれかになり ます。（ ▶ P.5 参照）



介護予防
訪問リ ハビリ テーショ ン
専門家に訪問し ても ら い、利用者が自

分で行える 体操やリ ハビ リ などの指導

を受けます。

介護予防訪問入浴介護
浴室がない場合や浴室の利用が難し い

場合に入浴のお手伝いのサービ スを 受

けら れます。

介護老人福祉施設
【 特別養護老人ホーム】

常に介護が必要で、自宅では介護ができ ない方

が対象の施設です。 食事・ 入浴など日常生活の

介護や健康管理が受けら れます。

介護老人保健施設
病状が安定し 、リ ハビリ に重点をおいた介護が

必要な方が対象の施設です。 医学的な管理の

も と で介護や看護、リ ハビリ が受けら れます。

介護医療院
主に長期にわたり 療養が必要な方が対象の施

設です。 医療と 介護（ 日常生活上の世話）が一

体的に受けら れます。

※ 介護療養型医療施設（ 令和 6 年3 月末に廃止）の転換先と し

て、平成3 0 年4 月に創設さ れた施設です。

介護予防ケアプ ラ ン の作成およ び相談は無料です。

（ 全額を 介護保険で負担し ます）

介護予防支援
地域包括支援センタ ーの職員やケアマネジャ ーに介護予防

ケアプ ラ ンを 作成し ても ら う ほか、利用者が安心し て介護

予防サービスを利用できるよう 支援し ても ら います。

介護予防ケアプラ ン の作成・ サービ ス利用についての相談

自宅を 訪問し ても ら う

介護保険施設に入所し て受ける サービ スを「 施設サービ ス」 と 呼びます。

介護保険施設は、どのよう な介護が必要かによっ て、下記のタ イ プに分かれています。

入所を 希望すると き は、施設に直接申し 込みます。必要性の高い方から 入所できます。

介護予防サービスは、状態の改善と 悪化の予防を 目的と し たサービスです。

でき ないこ と を 補助するだけでなく 、利用者本人のでき るこ と を 増やし 、いき いき

と し た生活を 送れるよ う 支援し ます。  地域密着型サービスについて▶ 18・ 1 9 ページ。

1 カ 月あたり の施設サービス費（ 1割）のめやす

要介護度
ユニット 型個室
ユニット 型個室的多床室

従来型個室 多床室

要介護 3 約2 4 ,4 5 0 円 約2 1 ,9 6 0 円 約21 ,96 0 円

要介護 4 約2 6 ,58 0 円 約2 4 ,0 6 0 円 約2 4 ,0 6 0 円

要介護 5 約2 8 ,6 5 0 円 約2 6 ,1 3 0 円 約2 6 ,1 3 0 円

※新規に入所でき るのは原則と し て、要介護3 以上の方です。

1 カ 月あたり の施設サービス費（ 1割）のめやす【 基本型】

要介護度
ユニッ ト 型個室
ユニッ ト 型個室的多床室

従来型個室 多床室

要介護 1 約2 4 ,0 6 0 円 約2 1 ,5 1 0 円 約23 ,79 0 円

要介護 2 約2 5 ,44 0 円 約2 2 ,8 9 0 円 約2 5 ,2 9 0 円

要介護 3 約2 7 ,3 9 0 円 約2 4 ,8 4 0 円 約2 7 ,2 4 0 円

要介護 4 約2 9 ,0 4 0 円 約2 6 ,4 9 0 円 約2 8 ,8 3 0 円

要介護 5 約3 0 ,5 4 0 円 約2 7 ,9 6 0 円 約3 0 ,3 6 0 円

1 カ 月あたり の施設サービス費（ 1割）のめやす【 Ⅰ型】

要介護度
ユニッ ト 型個室
ユニッ ト 型個室的多床室

従来型個室 多床室

要介護 1 約2 5 ,5 0 0 円 約2 1 ,6 3 0 円 約24 ,99 0 円

要介護 2 約2 8 ,80 0 円 約2 4 ,9 6 0 円 約2 8 ,2 9 0 円

要介護 3 約3 5 ,9 7 0 円 約3 2 ,1 0 0 円 約3 5 ,4 6 0 円

要介護 4 約3 9 ,0 0 0 円 約3 5 ,1 6 0 円 約3 8 ,4 9 0 円

要介護 5 約4 1 ,7 6 0 円 約3 7 ,8 9 0 円 約4 1 ,2 5 0 円

自己負担（ 1割）のめやす

1 回 8 5 6 円

生活介護が中心の施設

介護やリ ハビリ が中心の施設

長期療養の機能を 備えた施設

変更ポイント

介護予防ケアプ ラ ン の作成を 、

市から 指定を 受けた居宅介護支

援事業者へ依頼でき るよう にな

り まし た。

（ 令和6 年4 月から ）

自己負担

（ 1割）のめやす

1 回 3 0 7 円 2 9 8 円

令和 6 年

5 月まで

令和 6 年

6 月から
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介護サービ ス【 要介護 1 〜 5 の方へ】
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介護予防サービ ス【 要支援 1・ 2 の方へ】

施設サービ スの

種類と 費用のめやす

介護予防サービ スの

種類と 費用のめやす

自己負担1 割の費用をめやすと し て掲載し ています。

※ 施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制、部屋のタ イ プによっ て異なり ます。

※ 居住費、食費、日常生活費は別途負担と なり ます。 ▶ 2 6 ページ参照

　（  ユニッ ト 型個室、従来型個室、多床室などの違いについて▶ 1 3 ページ参照）

※施設サービス費のめやすは令和6 年1 月時点の情報をも と にし ており 、今後変更になる場合があり ます。

自己負担1 割の費用をめやすと し て掲載し ています。

実際の自己負担は所得状況などにより 1 割、2 割、3 割のいずれかになり ます。（ ▶ P.5 参照）

※ 自己負担のめやすは標準的な地域のも のです。 実際の費用は、利用する 事業者の所在地や施設の体制、

サービスの内容、加算項目などにより 異なり ます。 また、加算項目は一部項目のみを記載し ています。

※自己負担のめやすは令和6 年1 月時点の情報をも と にし ており 、今後変更になる場合があり ます。

介護予防サービ スの「 訪問介護」「 通所介護」 は「 介護予防・ 生活

支援サービス事業」に移行し 、要支援1 、2 の方は、介護予防・ 生

活支援サービ ス事業の訪問型や通所型のサービ スを 利用する

こ と ができます（ 詳し く は▶ P.2 3 参照）



介護予防
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士な

どに訪問し ても ら い、薬の飲み方、食事

など療養上の管理・ 指導を受けます。

介護予防訪問看護
看護師などに訪問し ても ら

い、介護予防を 目的と し た

療養上のお世話や必要な診

療の補助などを受けます。

お医者さ んの指導のも と の助言・ 管理
短期間施設に泊まる

施設に入っ ている方が利用する介護サービ ス

介護予防通所リ ハビリ テーショ ン
介護老人保健施設や病院・ 診療所で、介護予防を 目的と し た生活機能の維持向上のための機能訓

練などを日帰り で受けら れます。

施設に通う

※ 費用は施設の種類やサービ スに応じ て異なり ます。

※ 食費、日常生活費、居住費は別途負担と なり ます。

要支援 1 1 8 3 円 要支援 2 3 1 3 円

1 日あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

【 包括型（ 一般型）の場合】

基本のサービスに加えて

●食事に関する指導など（ 栄養改善）

● 口の中の手入れ方法や、咀
そし ゃ く

嚼・ 飲み込みの訓練法の指導など

（ 口腔機能向上）

などのメ ニュ ーを選択し て利用でき ます。

体は使わないでいると 、徐々に機能が低下し てし まいます。

実際、要介護度が軽い方について調べてみると 、足腰が弱く

なっ たために家に閉じ こ も り がちになり 、ますます状態を

悪化さ せ、介護が必要と なっ てし まっ たケースが多いと い

う 結果が出ています。

できるこ と はなるべく 自分で行い、体を動かすこ と で、心身

の機能を 向上さ せ、自分ら し い自立し た生活を 目指すこ と

ができ るのです。

介護予防が

大切なのは

なぜ？

介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期

間入所し て、食事・ 入浴などの

サービスや、生活機能の維持

向上のた めの機能訓練が受

けら れます。

介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームな ど に入所し て いる 方が受ける

サービ スで す。 食事・ 入浴など のサービ ス や生活

機能の維持向上のための機能訓練が受けら れます。

サービ スは、包括型（ 一般型）と 外部サービス利用

型に区分さ れます。

1 日あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

【 併設型の施設の場合】

要介護度
ユニット 型個室

ユニット 型個室的多床室
従来型個室 多床室

要支援 1 5 2 9 円 4 5 1 円 4 5 1 円

要支援 2 6 5 6 円 5 6 1 円 5 6 1 円

※ 費用は施設の種類やサービ スに応じ て異なり ます。

※ 食費、日常生活費、滞在費は別途負担と なり ます。

※ 連続し た利用が3 0 日を超えた場合、3 1 日目から は全額自己負担と なり ます。

その他の

サービス

▶  地域密着型サービス ………………………… 1 8・ 1 9 ページ

▶  福祉用具貸与・ 購入、住宅改修 ……………… 2 0・ 2 1 ページ

介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期

間入所し て、医療や介護、生

活機能の維持向上のための機

能訓練が受けら れます。

1 日あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

【 介護老人保健施設の場合】

要介護度
ユニット 型個室

ユニット 型個室的多床室
従来型個室 多床室

要支援 1 6 2 4 円 5 7 9 円 6 1 3 円

要支援 2 7 8 9 円 7 2 6 円 7 7 4 円

自己負担（ 1 割）のめやす

【 単一建物居住者1 人に行う 場合】

医師の場合（ 月2 回まで） 5 1 4 円 5 1 5 円

歯科医師の場合（ 月2 回まで） 5 1 6 円 5 1 7 円

医療機関の薬剤師の場合（ 月2 回まで） 5 6 5 円 5 6 6 円

薬局の薬剤師の場合（ 月 4 回まで） 5 1 7 円 5 1 8 円

歯科衛生士等の場合（ 月 4 回まで） 3 6 1 円 3 6 2 円

自己負担（ 1 割）のめやす

病院・

診療所から

2 0 分〜 3 0 分未満 3 8 1 円 3 8 2 円

3 0 分〜 1 時間未満 5 5 2 円 5 5 3 円

訪問看護
ステーショ ンから

2 0 分〜 3 0 分未満 4 5 0 円 4 5 1 円

3 0 分〜 1 時間未満 7 9 2 円 7 9 4 円

※早朝・ 夜間・ 深夜などの加算があり ます。

令和 6 年

5 月まで

令和 6 年

6 月から

令和 6 年5 月まで 令和6 年6 月から

※ 食費、日常生活費は別途負担と なり ます。

※ 利用するメ ニュ ーによっ て別に費用が加

算さ れます。

　・ 栄養改善 2 0 0 円／月

　・ 口腔機能向上 1 5 0 円／月 など

要支援 1 2 ,0 5 3 円 2 ,2 6 8 円

要支援 2 3 ,9 9 9 円 4 ,2 2 8 円

1 カ 月あたり の

自己負担（ 1 割）のめやす

令和 6 年5 月まで 令和6 年6 月から

介護予防サービ ス【 要支援 1・ 2 の方へ】
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自己負担1 割の費用をめやすと し て掲載し ています。

実際の自己負担は所得状況などにより 1 割、2 割、3 割のいずれかになり ます。（ ▶ P.5 参照）



小規模多機能型居宅介護
（ 介護予防小規模多機能型居宅介護）

小規模な住居型の施設への「 通い」 を 中心に、自宅に

来ても ら う「 訪問」、施設に「 泊まる 」 サービ スが柔軟

に受けら れます。

看護小規模多機能型居宅介護【 複合型サービス】

利用者の状況に応じ て、小規

模な 住居型の施設への「 通

い」、 自宅に来て も ら う「 訪

問」（ 介護と 看護）、施設に「 泊

まる」 サービ スが柔軟に受け

ら れます。

地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護
定員2 9 人以下の小規模な介

護老人福祉施設で、食事・ 入

浴な ど の介護や健康管理が

受けら れます。

地域密着型 特定施設入居者生活介護
定員2 9 人以下の小規模な有

料老人ホームな ど で、 食事・

入浴な ど の介護や機能訓練

が受けら れます。

地域密着型通所介護
定員1 8 人以下の小規模な

通所介護施設で、 食事・ 入

浴などの介護や機能訓練が

日帰り で受けら れます。

夜間対応型訪問介護
夜間に定期的な訪問で介護を 受けら れる「 定期巡回」、

緊急時など、利用者の求めに応じ て介護を 受けら れる

「 随時対応」のサービスなどがあり ます。

認知症対応型通所介護
（ 介護予防認知症対応型通所介護）

認知症と 診断さ れた方が食事・ 入浴などの介護や支援、

機能訓練を 日帰り で受けら れます。

認知症対応型共同生活介護
（ 介護予防認知症対応型共同生活介護）

【 グループ ホーム】

認知症と 診断さ れた方が共同で生活でき る場（ 住居）で、

食事・ 入浴などの介護や支援、機能訓練が受けら れます。

定期巡回・ 随時対応型
訪問介護看護
密接に連携を と っ ている介護職員と

看護師の定期的な訪問を 受けら れま

す。 また、通報や電話などを する こ

と で、随時対応も 受けら れます。

1 カ 月あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

【 介護、看護一体型事業所の場合】

要介護度 介護のみ利用 介護と 看護を 利用 夜間のみ利用

要介護 1 5 ,4 4 6 円 7 ,9 4 6 円

基本対応
9 8 9 円

要介護 2 9 ,7 2 0 円 1 2 ,4 1 3 円

要介護 3 1 6 ,1 4 0 円 1 8 ,9 4 8 円

要介護 4 2 0 ,4 1 7 円 2 3 ,3 5 8 円

要介護 5 2 4 ,6 9 2 円 2 8 ,2 9 8 円

※要支援の方は利用でき ません。

自己負担（ 1割）のめやす

【 基本対応の場合】

1 カ 月 9 8 9 円

※要支援の方は利用でき ません。

要支援 2 7 49 円

要介護 1 7 53 円

要介護 2 7 88 円

要介護 3 8 1 2 円

要介護 4 8 2 8 円

要介護 5 8 4 5 円

※ 食費、日常生活費、居住費は別途負担と なり ます。

※要支援1 の方は利用でき ません。

1 日あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

【 2 ユニッ ト の事業所の場合】

要支援 1 86 1 円

要支援 2 96 1 円

要介護 1 99 4 円

要介護 2 1 ,1 0 2 円

要介護 3 1 ,2 1 0 円

要介護 4 1 ,3 1 9 円

要介護 5 1 ,4 2 7 円

※ 食費、日常生活費は別途負担と なり ます。

自己負担（ 1 割）のめやす【 7 〜 8 時間未満の利用の場合】

要介護 1 75 3 円

要介護 2 89 0 円

要介護 3 1 ,0 3 2 円

要介護 4 1 ,1 7 2 円

要介護 5 1 ,3 1 2 円

※ 食費、日常生活費は別途負担と なり ます。

※要支援の方は利用でき ません。

自己負担（ 1 割）のめやす

【 7 〜 8 時間未満の利用の場合】

要支援 1 3 ,4 5 0 円

要支援 2 6 ,9 7 2 円

要介護 1 1 0 ,4 5 8 円

要介護 2 1 5 ,3 7 0 円

要介護 3 2 2 ,3 5 9 円

要介護 4 2 4 ,6 7 7 円

要介護 5 2 7 ,2 0 9 円

※ 食費、日常生活費、宿泊費は別途負担と なり ます。

1 カ 月あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

要介護 1 1 2 ,4 4 7 円

要介護 2 1 7 ,4 1 5 円

要介護 3 2 4 ,4 8 1 円

要介護 4 2 7 ,7 6 6 円

要介護 5 3 1 ,4 0 8 円

※ 食費、日常生活費、宿泊費は別途負担と なり ます。

※要支援の方は利用でき ません。

1 カ 月あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

要介護 1 5 4 6 円

要介護 2 6 1 4 円

要介護 3 6 8 5 円

要介護 4 7 5 0 円

要介護 5 8 2 0 円

※ 食費、日常生活費、居住費は別途負担と なり ます。

※要支援の方は利用でき ません。

1 日あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

※ 食費、日常生活費、居住費は別途負担と なり ます。

※新規に入所でき るのは原則、要介護 3 以上の方。

1 日あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

要介護度
ユニッ ト 型個室

ユニッ ト 型個室的多床室
従来型個室 多床室

要介護 3 8 2 8 円 7 4 5 円 7 4 5 円

要介護 4 9 0 1 円 8 1 7 円 8 1 7 円

要介護 5 9 7 1 円 8 8 7 円 8 8 7 円

夜間の訪問サービ ス

小規模な施設の通所介護サービス

認知症の方向けのサービス

2 4 時間対応の訪問サービス 通い・ 訪問・ 泊まり などを組み合わせた複合的なサービス

地域の小規模な施設に入所し て受ける介護サービス

住み慣れた地域を 離れずに生活を 続けら れる よ う に、地域の特性に応じ た柔軟な

体制で提供さ れる サービスです。（ サービ スの種類、内容などは市区町村によっ て異なり ます）

※基本的には利用者は事業所のある市区町村の住民に限定さ れ、市区町村が事業者の指定や監督を行います。
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住み慣れた地域で受ける サービ ス

自己負担1 割の費用をめやすと し て掲載し ています。

実際の自己負担は所得状況などにより 1 割、2 割、3 割のいずれかになり ます。（ ▶ P.5 参照）

実際の費用は、利用する事業者の所在地や施設の体制、サービスの内容、加算項目などにより 異なり ます。

※自己負担のめやすは令和6 年1 月時点の情報をも と にし ており 、今後変更になる場合があり ます。



適正な価格で、福祉用具を利用し まし ょ う 。

適正な価格で利用するために下記の点を理解し ておき まし ょ う 。 疑問点は事業者に相談し まし ょ う 。

・ 商品ごと に貸与価格の全国平均が公表さ れており 、その平均価格をも と に貸与価格の上限額が設定さ れています。

※上限を超えた場合は、保険給付対象外（ 全額自己負担）と なり ます。

・ 事業者には下記①、②が義務付けら れています。

① 貸与する商品の機能や価格帯の異なる複数商品を選択肢と し て示す。

② 貸与する商品の全国平均価格と その事業者の価格を説明する 。

一部の福祉用具は貸与と 購入を選択できます。（ 令和6 年4 月から ）

固定用スロープ、歩行器（ 歩行車を除く ）、単点つえ(松葉づえを除く )、多点つえについては、福祉用具専門相談員

またはケアマネジャ ーから の提案により 、貸与と 購入を選択できます。

福祉用具貸与（ 介護予防福祉用具貸与）

次の13 種類が貸し 出し の対象と なり ます。

要介護度によっ て利用でき る用具が異なり ます。

○○ ＝ 利用でき る。

×× ＝ 原則と し て利用でき ない。

▲▲  ＝ 尿のみを吸引するも のは利用でき る。 　

要支援1・ 2 要介護
2・ 3

要介護
4・ 5要介護1

・ 手すり（ 工事をと も なわないも の） ・ スロープ（ 工事を と も なわないも の） 

・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ ○○ ○○ ○○

・ 車いす ・ 車いす付属品（ ク ッ ショ ン、電動補助装置等）

・ 特殊寝台 ・ 特殊寝台付属品 ・ 床ずれ防止用具

・ 体位変換器 ・ 認知症老人徘
はい

徊
か い

感知機器

・ 移動用リ フ ト

×× ○○ ○○

・ 自動排せつ処理装置 ▲▲ ▲▲ ○○

年間1 0 万円が上限で、その1 〜 3 割が

自己負担です。 費用が1 0 万円かかっ た

場合、1 〜3 万円が自己負担です。

（ 毎年4 月1 日から 1 年間）

支給限度額／2 0 万円（ 原則1 回限り ）

2 0 万円が上限で、その1 〜3 割が自己負担です。

※ 1 回の改修で2 0 万円を 使い切ら ずに、数回に分

けて使う こ と も でき ます。
※ 引越し を し た場合や要介護度が著し く 高く なっ

た場合、再度支給を 受ける こ と ができ る 場合が

あり ます。

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかっ た費用の1 〜3 割を自己負担し ます。

※指定を 受けて いな い事業者から 購入し た場合は、

支給の対象になり ませんのでご注意く ださ い。

よ り 安全な生活が送れる よう に住宅を 改修する

居宅介護住宅改修（ 介護予防住宅改修）

生活環境を整えるための住宅改修に対し、2 0 万円を 上限と し て費用の7 〜9 割が住宅改修費と し

て支給さ れます。

（ 費用が20 万円かかっ たと き 、自己負担1 割の場合は2 万円、2 割の場合は4 万円、3 割の場合は 

6 万円が自己負担額です）。

●工事の前に保険給付の対象と なるかどう かを、ケアマネジャ ー又は市の窓口に相談し まし ょ う 。

ト イ レ 、入浴関連の福祉用具を 買う

特定福祉用具購入（ 特定介護予防福祉用具購入）

購入費支給の対象は、次の6 種類です。

・ 移動用リ フ ト のつり 具の部分

・ 腰掛便座（ 便座の底上げ部材を含む）

・ 自動排せつ処理装置の交換部品

・ 排せつ予測支援機器

・ 簡易浴槽

・  入浴補助用具（ 入浴用いす、浴槽用手すり 、浴槽内いす、

入浴用介助ベルト 等）

自立し た生活を 送るための福祉用具を借り る

● 手すり の取り 付け

● 段差や傾斜の解消

● 滑り にく い床材・ 移動し やすい床材への変更

● 開き戸から 引き 戸等への扉の取り 替え、 

扉の撤去

● 和式から 洋式への便器の取り 替え

● その他こ れら の各工事に付帯し て必要な工事

※ 屋外部分の改修工事も 給付の対象と なる場合が

あり ます。

住宅改修のサービス

を 受ける には、要介

護認定を受けている

こ と が前提と なり ま

す。 ま た、住宅改修

を 利用すると きには、

複数の業者から 見積

り をと り まし ょ う 。

介護保険の対象と なる工事の例

◉ 手続き の流れ
【 償還払い（ 後から 払い戻さ れる）の場合】

相談 ●ケアマネジャ ーや市の窓口等に相談し ます。

▼

事前申請

●工事を始める前に、市の窓口に必要な書類を提出し ます。

【 申請書類の例】・ 支給申請書　 ・ 住宅改修が必要な理由書　

・ 工事着工前の写真（ 日付入り ）

・ 工事費の見積書（ 利用者宛のも の）　 等

▼
●市から 着工の許可が下り てから 着工し ます。

▼
工事・ 支払い ●改修費用を事業所にいっ たん全額支払います。

▼

事後申請

●市の窓口に支給申請のための書類を提出し ます。

【 申請書類の例】  ・ 改修後の写真（ 日付入り ）　・ 工事費の内訳書

・ 領収書（ 利用者宛のも の） 等

▼

払い戻し
●工事が介護保険の対象であると 認めら れた場合、

介護保険対象工事代金の7 〜9 割が支給さ れます。

事前と 事後に申請が必要です

申請が必要です

事前と 事後に

申請が必要です

変更ポイント
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福祉用具貸与・ 購入、住宅改修
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生活環境を 整える サービ ス

開き 戸から 引き 戸等への扉の取り 替え開き 戸から 引き 戸等への扉の取り 替え

（ ド アノ ブの変更・ 戸車等の設置）（ ド アノ ブの変更・ 戸車等の設置）

和式便器から和式便器から

洋式便器への取り 替え洋式便器への取り 替え

滑り にく い床材・滑り にく い床材・

移動し やすい床材への変更移動し やすい床材への変更

手すり の取り 付け手すり の取り 付け

段差の解消段差の解消



介護予防・ 日常生活支援総合事業（ 以下「 総合事業」） は、高齢者の介護予防と 自立

し た日常生活の支援を 目的と し た事業で、一般介護予防事業と 介護予防・ 生活支援

サービス事業の二つから なり ます。

総 合 事 業

介護予防・ 生活支援サービス事業一般介護予防事業

介護予防・ 生活支援サービ ス事業

一般介護予防事業

総合事業は、地域全体で高齢者を 支え、高齢者の方も

自ら の持つ能力をでき る限り 活かし て、要介護状態に

なるこ と を予防するための事業です。

　 いつまでも、自立し た生活が送れるよう に、 生活の中で『 できなく なったこと 』を改善し 、

いきいきとした生活が送れるよう に支援します。

●訪問型サービス　 ●通所型サービス

対象者 ・ 要支援1・ 2 の認定を受けた方

・ 基本チェックリ スト により 生活

機能の低下がみられた方

高齢者が日常的に介護予防に取り 組める

よう な教室など

対象者 ・ 6 5 歳以上のすべての方が

対象

　 高齢者の皆さ んが元気でいき いき と 生活し 、要介護状態になら ないよう にするための

教室（ 介護予防教室）などを実施し ています。

体を動かさ ない、筋力低下

噛みにく い、食欲低下

人と の会話が減っ てき た

転倒・ けが

低栄養・ 誤嚥性肺炎

認知症

健康と 要介護の中間の虚弱状態のこ と 。 多く の高齢者がフ レ イ ルを 経て要介護

状態になるため、フ レイ ルを 予防するこ と が健康寿命を 延ばすために重要です。

こ の段階で対策を 行えば、健康な状態を 取り 戻すこ と は十分可能です。 外出自

粛が続き 家にいる 時間が多く なる こ と で、生活が不活発になり 、心身機能が低

下し ていく こ と が心配さ れます。

フレイル

フ レイ ルが
続く と

運動・ 食事・ 睡眠の

生活習慣に

気を付ける

いつまでも 行き たいと こ ろ に行けるよう に、下肢の筋肉を

散歩や筋ト レで維持し まし ょ う 。

いろ いろ な食品をバラ ンスよく 、3 食よく 噛んで食べまし ょ う 。

免疫機能を保つためにも 、『 夜』し っ かり 眠るこ と を心がけまし ょ う 。

口腔ケアを
バラ ンスのよい食事をするために大切な歯！

食後に磨いて、定期的に歯科を受診し まし ょ う 。

人と も 交流し ましょ う
天気のいい日は1 日1 回外出し まし ょ う 。

または、家族や友人と 電話で話し まし ょ う 。

フ レ イル予防のポイ ント

　 リ ハビ リ テーショ ン 専門ス タ ッ フ から 、3 カ 月間（ 最長6 カ 月） 集中的に日常生活に

支障がある生活行為（ 例えば…階段の上り 下り を 楽にし たい、地域の集まり に参加し た

いなど）を 改善する ために、通所による 運動機能向上と 訪問によ る生活環境調整などを

セッ ト で提供する事業です。

内　 容 … 健康チェッ ク（ 体温、血圧、脈拍、体重）、体力測定、運動機能向上プログラム、栄養

改善プログラム、口腔機能向上プログラム、リハビリ 専門職による自宅での動作確認

（ 自己管理能力を高めるこ と が目的の一つのため、身体に直接触れてのリ ハビリ ではあり ません）

通所プロ グラ ム： 週 1 ～週2 回（ 1 回約1 2 0 分）

訪問プロ グラ ム： 月 1 回（ 1 回約4 5 分）

費　 用 …（ 自己負担1 割）のめやす　 1 回あたり 5 0 0 円

相談・ 申し 込みは担当の地域包括支援センタ ーへ（ ▶ P.5 ）

　 詳細は担当の地域包括支援センタ ーまたは、ケアマネジャ ーにおたずねく ださ い。
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総合事業 自分ら し い生活を

続ける ために

おすすめ 元気回復プログラ ム（ 短期集中予防サービス事業）

そのほかのサービス

●訪問型サービス

サービス種別 現行訪問介護相当 訪問型サービスA

内容

事業所の訪問介護員等によ る 身体介護及

び生活援助サービス（ 現行の介護予防訪問

介護と 同様のサービス）

事業所の従事者によ る 生活援助等のサー

ビ ス（ 例： 調理、洗濯、掃除、生活必需品等

の買物、関係機関等と の連絡代行、生活又

は身上に関する相談・ 助言等）

サービ ス提供時間 訪問介護の基準に準じ る

単価
1 カ 月あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

　・ 週1 回程度の利用…1 ,1 7 6 円

自己負担（ 1 割）のめやす

　・ 1 回…2 0 6 円

●通所型サービス

サービス種別 現行通所介護相当 通所型サービスA

内容

○日常生活に必要な支援を 行う と と も に、

機能訓練（ 個別機能訓練）及び運動等を

提供し 、生活機能の改善・ 回復を図る

○大分県の生活機能向上支援マ ニュ ア ル

に沿っ た内容を実施

日常生活に必要な支援を行う と と も に、運

動、参加者同士の交流及びレ ク リ エーショ

ン等を提供し 、生活機能の維持（ 低下防止）

を図る

サービ ス提供時間 通所介護の基準に準じ る ①5 時間以上　 ②3 時間以上5 時間未満

単価
1 カ 月あたり の自己負担（ 1 割）のめやす

　・ 週1 回程度の利用…1 ,7 9 8 円

自己負担（ 1 割）のめやす

　 1 回あたり …①3 3 9 円　 ②2 0 3 円



地域包括支援センタ ーはこ のよう な支援や相談を行っています

介護保険サービスを 利用し たと き は、原則と し て利用料の1 〜3 割を 支払います。

自己負担が重く なっ たと き や、所得の低い方には負担を軽減するし く みも あり ます。

その他の地域支援事業

●  高齢者の権利を 守り ます

●  高齢者の総合相談窓口です

預貯金通帳や財産の

管理が自分では

不安になっ てき た

悪質な商法によっ て

高額な買い物を

さ せら れた

介護サービス事業者の

対応に不満を 訴えても

改善さ れない

地域包括支援センタ ーのご案内 介護予防、総合事業に

関する こ と 、相談や困

り ごと があれば、地域

包括支援センタ ーへお

問い合わせく ださ い。

連絡先は▶ P.5

要支援１・ ２ および事業対

象者の方の介護予防ケア

プ ラ ン な ど を 作成し て、

効果を 評価し ます。

高齢者虐待の防止、 悪質

な 訪問販売によ る 被害の

防止などの権利擁護を

行います。

高齢者に関する さ ま ざ ま

な相談を 受け、必要な

サービスに

つなぎます。

ケアマネジャ ーへの指導・

助言や医療機関など、関係

機関と の調整を 行います。

積極的に

ご利用

く ださ い

介護保険サービスは、利用料の1 〜3 割を支払う こ と で利用でき ますが、要介護度ごと に

1 カ 月に1 〜3 割負担で利用でき る金額に上限（ 支給限度額）が設けら れています（ 下表）。

限度額を超えてサービスを利用し た分は全額自己負担になり ます。

●  介護保険サービスは1 〜3 割の自己負担で利用でき ます

■支給限度額に含まれないサービス

●特定福祉用具購入 ●居宅介護住宅改修 ●居宅療養管理指導

●特定施設入居者生活介護（ 外部サービ ス利用型、短期利用を 除く ） ●地域密着型特定施設入居者生活介護（ 短期利用を 除く ）

●認知症対応型共同生活介護（ 短期利用を除く ） ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

●介護保険施設に入所し て利用するサービス ※介護予防サービ スについても 同様です。

介護保険は「 利用者本位」 が原則。 利用者の意思が最も 尊重さ れます

ので、自分なり に情報を集めるこ と も 大切です。

すべてのサービス提供事業者・ 施設には、決めら れた項目にそっ た情

報を公開するこ と が義務付けら れています。 厚生労働省「 介護サービ

ス情報公表システム（ http s://w w w .ka ig o k ensaku .m hlw .g o .j p ）」

から 閲覧でき ますので、イ ンタ ーネッ ト が使える方は、参考にし てく

ださ い。

また、利用する施設を 比較・ 検討するなら 、実際に見学や体験利用を

し てみるこ と を お勧めし ます。 職員の対応や食事の内容などを よく

チェ ッ ク し てみまし ょ う 。

事業者を

選ぶために…
地域包括支援センタ ーのスタ ッ フ は、

主任ケアマネジャ ー、 保健師、 社会

福祉士を中心に構成さ れています。

地域包括支援センタ ーのスタッ フ

介護予防を

応援します！

さまざまな

問題に

対応し ます！

高齢者の

権利を

守ります！

充実し た

サービスを 

提供するために

支援します！

総合事業のほかに地域支援事業と し て、高齢者の権利を擁護する ため

の支援も 行っ ています。

次のよう なお悩みは、地域包括支援センタ ーにご相談く ださ い。

地域包括支援セン タ ーは、高齢者のみなさ んの身近な

相談窓口です。 地域で暮ら すみなさ んがいつまでも住

み慣れた地域で生活ができるよう 、介護・ 福祉・ 健康・ 医

療など、さ まざまな面から 総合的に支援し ます。

■介護保険サービスの支給限度額（ 1 カ 月）のめやす

要介護度 支給限度額
自己負担
（ 1 割）

自己負担
（ 2 割）

自己負担
（ 3 割）

事業対象者 5 0 ,3 2 0 円 5 ,0 3 2 円 1 0 ,06 4 円 1 5 ,0 9 6 円

要支援 1 5 0 ,3 2 0 円 5 ,0 3 2 円 1 0 ,06 4 円 1 5 ,0 9 6 円

要支援 2 10 5 ,3 1 0 円 1 0 ,5 3 1 円 2 1 ,06 2 円 3 1 ,5 9 3 円

要介護 1 16 7 ,6 5 0 円 1 6 ,7 6 5 円 3 3 ,53 0 円 5 0 ,2 9 5 円

要介護 2 19 7 ,0 5 0 円 1 9 ,7 0 5 円 3 9 ,41 0 円 5 9 ,1 1 5 円

要介護 3 27 0 ,4 8 0 円 2 7 ,0 4 8 円 5 4 ,09 6 円 8 1 ,1 4 4 円

要介護 4 30 9 ,3 8 0 円 3 0 ,9 3 8 円 6 1 ,87 6 円 9 2 ,8 1 4 円

要介護 5 36 2 ,1 7 0 円 3 6 ,2 1 7 円 7 2 ,43 4 円 1 0 8 ,6 5 1 円

介護サービ ス情報公表シ ステム
二次元バーコ ード

など
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地域支援事業（ 総合事業） 費用の支払い

地
域
支
援
事
業
（
総
合
事
業
）

費
用
の
支
払
い

自己負担限度額と 負担の軽減

例

利用者負担額

24 ,115 円

実際に利用し た金額 17 5 ,0 00 円

支給限度額 16 7 ,6 50 円

支給限度額を

超えた分

7 ,3 50 円

1 割負担

16 ,7 6 5 円

要介護1（ 1 割負担）の方が、

1 7 5 ,0 0 0 円分のサービスを

利用し た場合の自己負担額は

+ = 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp


施設サービス費の自己負担分（ 1 〜3 割）に加え、居住費・ 食費・ 日常生活費を支払います。

●  施設サービスを 利用し たと き の費用

自己負担
施設サービス費

の1 〜 3割
居住費

（ 滞在費）
食費

日常生活費
（ 理美容代など）

（ 　 　 ）内の金額は、介護老人福祉施設に入所し た場合または短期入所生活介護を利用し た場合の額です。

●  所得が低い方は、居住費と 食費の負担が軽く なり ます
所得が低い方に対し ては、所得に応じ た自己負担の上限（ 限度額）が設けら れており 、こ

れを超える利用者負担はあり ません。 超えた分は 「 特定入所者介護サービス費」 と し て、

介護保険から 給付さ れます。

●給付を受けるには、市への申請が必要です。

居住費・ 食費の自己負担限度額（ 1 日あたり ）

利用者
負担
段階

所得の状況
※1 預貯金等の

資産※2 の状況

居住費（ 滞在費）
食費ユニット 型

個室
ユニット 型

個室的多床室
従来型
個室

多床室

1

生活保護受給者の方等 要件なし

8 2 0 円 4 9 0 円
4 90 円

（ 3 2 0 円）
0 円 3 0 0 円世

帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

老齢福祉年金受給者の方
単身: 1 ,0 0 0 万円以下
夫婦: 2 ,0 0 0 万円以下

2
前年の合計所得金額＋年金収

入額が8 0 万円以下の方
単身: 6 5 0 万円以下
夫婦: 1 ,6 5 0 万円以下

8 2 0 円 4 9 0 円
4 90 円

（ 4 2 0 円）
3 7 0 円

3 9 0 円
【 6 0 0 円】

3 -①
前年の合計所得金額＋年金収入

額が8 0 万円超1 20 万円以下の方
単身: 5 5 0 万円以下
夫婦: 1 ,5 5 0 万円以下

1 ,3 1 0 円 1 ,3 1 0 円
1 ,3 10 円
（ 8 2 0 円）

3 7 0 円
6 5 0 円

【 1 ,0 0 0 円】

3 -②
前年の合計所得金額＋年金収

入額が1 2 0 万円超の方
単身: 5 0 0 万円以下
夫婦: 1 ,5 0 0 万円以下

1 ,3 1 0 円 1 ,3 1 0 円
1 ,3 10 円
（ 8 2 0 円）

3 7 0 円
1 ,3 6 0 円

【 1 ,3 0 0 円】

1

生活保護受給者の方等 要件なし

8 8 0 円 5 5 0 円
5 50 円

（ 3 8 0 円）
0 円 3 0 0 円世

帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

老齢福祉年金受給者の方
単身: 1 ,0 0 0 万円以下
夫婦: 2 ,0 0 0 万円以下

2
前年の合計所得金額＋年金収

入額が8 0 万円以下の方
単身: 6 5 0 万円以下
夫婦: 1 ,6 5 0 万円以下

8 8 0 円 5 5 0 円
5 50 円

（ 4 8 0 円）
4 3 0 円

3 9 0 円
【 6 0 0 円】

3 -①
前年の合計所得金額＋年金収入

額が8 0 万円超1 20 万円以下の方
単身: 5 5 0 万円以下
夫婦: 1 ,5 5 0 万円以下

1 ,3 7 0 円 1 ,3 7 0 円
1 ,3 70 円
（ 8 8 0 円）

4 3 0 円
6 5 0 円

【 1 ,0 0 0 円】

3 -②
前年の合計所得金額＋年金収

入額が1 2 0 万円超の方
単身: 5 0 0 万円以下
夫婦: 1 ,5 0 0 万円以下

1 ,3 7 0 円 1 ,3 7 0 円
1 ,3 70 円
（ 8 8 0 円）

4 3 0 円
1 ,3 6 0 円

【 1 ,3 0 0 円】

令
和
6
年

7
月
ま
で

令
和
6
年

8
月
か
ら

【 　 　 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用し た場合の額です。

（ 　 　 ）内の金額は、介護老人福祉施設に入所し た場合または短期入所生活介護を利用し た場合の額です。

※1   住民票上世帯が異なる（ 世帯分離し ている）配偶者（ 婚姻届を提出し ていない事実婚も 含む。 D V防止

法における配偶者から の暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外）の所得も 判断材料と し ます。

※2【 預貯金等に含まれるも の】資産性があり 、換金性が高く 、価格評価が容易なも の。

＊ 第2 号被保険者は、利用者負担段階に関わら ず、預貯金等の資産が単身： 1 ,0 0 0 万円以下、夫婦： 2 ,0 0 0 万

円以下であれば支給対象と なり ます。

不正があっ た場合には、ペナルティ（ 加算金）を設けます。

同じ 月に利用し た介護サービ ス利用者負担（ 1 〜3 割）の合計が高額になり 、下記の限度

額を超えたと きは、超えた分が 「 高額介護サービス費」 と し て後から 給付さ れます。

●給付を受けるには、市への申請が必要です。

●施設サービスの食費・ 居住費・ 日常生活費など介護保険の対象外の費用は含まれません。

●  自己負担が高額になっ たと き の負担軽減

自己負担の限度額（ 月額）

区分 限度額

課税所得6 9 0 万円（ 年収約1 ,1 6 0 万円）以上の方 1 4 0 ,1 0 0 円（ 世帯）

課税所得3 8 0 万円以上6 9 0 万円未満

（ 年収約7 7 0 万円以上約1 ,1 6 0 万円未満）の方
9 3 ,0 0 0 円（ 世帯）

住民税課税世帯で課税所得3 8 0 万円（ 年収約7 7 0 万円）未満の方 4 4 ,4 0 0 円（ 世帯）

世帯全員が住民税非課税 2 4 ,6 0 0 円（ 世帯）

・  老齢福祉年金受給者の方

・  前年の合計所得金額＋課税年金収入額が8 0 万円以下の方等

2 4 ,6 0 0 円（ 世帯）

1 5 ,0 0 0 円（ 個人）

生活保護受給者の方等 1 5 ,0 0 0 円（ 個人）

同一世帯内で介護保険と 国保など の医療保険の両方を 利用し て、介護と 医療の自己負担

額が下記の限度額を超えたと き は、超えた分が払い戻さ れます。（ 高額医療・ 高額介護合

算制度）

●給付を受けるには、市への申請が必要です。

●同じ 世帯でも 、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入し ている場合は合算できません。

●自己負担限度額を超える額が5 0 0 円以下の場合は支給さ れません。

●  介護保険と 医療保険の支払いが高額になっ たと き の負担軽減

医療と 介護の自己負担合算後の限度額（ 年額： 毎年8 月1 日から 翌年7 月31 日まで）

7 0 歳未満の方

区分 限度額

基
準
総
所
得
額

9 0 1 万円超 2 1 2 万円

6 0 0 万円超〜9 0 1 万円以下 1 4 1 万円

2 1 0 万円超〜6 0 0 万円以下 6 7 万円

2 1 0 万円以下 6 0 万円

住民税非課税世帯 3 4 万円

7 0 歳以上の方・ 後期高齢者医療制度の対象者

区分 限度額

課
税
所
得

6 9 0 万円以上 2 1 2 万円

3 8 0 万円以上6 9 0 万円未満 1 4 1 万円

1 4 5 万円以上3 8 0 万円未満 6 7 万円

一般（ 住民税課税世帯の方） 5 6 万円

低所得者（ 住民税非課税世帯の方） 3 1 万円

世帯の各収入から 必要経費・ 控除を

差し 引いたと き に所得が0 円になる

方（ 年金収入のみの場合8 0 万円以下

の方）

1 9 万円

居住費と 食費については、施設

の平均的な費用をも と に、基準

費用額が定めら れています。

実際の費用は施設と 利用者と

の契約により 決めら れます。

居住費・ 食費の基準費用額（ 1 日あたり ）

居住費（ 滞在費）

食費ユニッ ト 型
個室

ユニッ ト 型
個室的多床室

従来型個室 多床室

2 ,0 0 6 円 1 ,6 68 円
1 ,6 6 8 円

（ 1 ,1 7 1 円）

37 7 円

（ 85 5 円）
1 ,4 4 5 円

2 ,0 6 6 円 1 ,7 2 8 円
1 ,7 2 8 円

（ 1 ,2 3 1 円）

43 7円

（ 91 5 円）
1 ,4 4 5 円

令和 6 年

8 月から

令和 6 年

7 月まで

変更ポイント

居住費の限度額を変更。（ 令和6 年8 月から ）
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介護保険は、国や都道府県、市が負担する「 公費（ 税金）」 と 、みなさ ん一人ひと り が

納める「 介護保険料」を 財源と し て運営さ れています。

介護保険料はき ちんと 納めまし ょ う 。

介護保険の財源の内訳（ 令和6 〜8 年度）
（ こ のほかに利用者負担分があり ます）

5 0 %
2 3 %

2 7 %

公費（ 税金）公費（ 税金）
国、都道府県、国、都道府県、

市が負担市が負担

●  6 5 歳以上の方の介護保険料の決まり 方

6 5 歳以上の方の介護保険料は、市の介護保険サービスの費用がまかなえるよう 算出さ れ

た「 基準額」をも と に決まり ます。

基準額と は、各所得段階において介護保険料を決める基準と なる額のこ と です。

介護保険料は、基準額を も と に、所得の低い方など の負担が大き く なら ないよ う 本人や 

世帯の課税状況や所得に応じ て決まり ます。

基準額の決まり 方

＝× ÷

4 0 〜6 4 歳の方

の保険料

6 5 歳以上の方

の保険料

基準額（ 年額）

6 8 ,7 0 0 円

あなたの介護保険料を確認し まし ょ う

日田市の令和6 〜 8 年度の介護保険料の基準額 6 8 ,7 0 0 円（ 年額）

介護保険料は、こ の「 基準額」をも と に、所得状況に応じ て、1 3 段階に分かれます。

● 所得段階別介護保険料

所得段階 対象と なる 方 調整率
保険料（ 年額）

（ 　 ）内は月額

第1 段階

・  生活保護受給者の方

・  老齢福祉年金
※1

受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
基準額 ×

0 .2 8 5
1 9 ,5 8 0 円
（ 1 ,6 3 2 円）

世帯全員が

住民税非課税で

前年の課税年金収入額と

合計所得金額
※2

の合計が

8 0 万円以下の方

第2 段階
8 0 万円超

1 2 0 万円以下の方

基準額 ×

0 .4 8 5
3 3 ,3 2 0 円
（ 2 ,7 7 7 円）

第3 段階 1 2 0 万円超の方
基準額 ×

0 .6 8 5
4 7 ,0 6 0 円
（ 3 ,9 2 2 円）

第4 段階

世帯の誰かに住民税が

課税さ れている が、

本人は住民税非課税で

前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が

8 0 万円以下の方
基準額 ×

0 .8 3
5 7 ,0 2 0 円
（ 4 ,7 5 2 円）

第5 段階 8 0 万円超の方
基準額 ×

1 .0 0
6 8 ,7 0 0 円

（ 5 ,7 2 5 円）［ 基準額］

第6 段階

本人が住民税課税で

前年の合計所得金額が

1 2 0 万円未満の方
基準額 ×

1 .2 0
8 2 ,4 4 0 円
（ 6 ,8 7 0 円）

第7 段階
1 2 0 万円以上

2 1 0 万円未満の方

基準額 ×

1 .3 0
8 9 ,3 1 0 円
（ 7 ,4 4 3 円）

第8 段階
2 1 0 万円以上

3 2 0 万円未満の方

基準額 ×

1 .5 0
1 0 3 ,0 5 0 円
（ 8 ,5 8 8 円）

第9 段階
3 2 0 万円以上

4 2 0 万円未満の方

基準額 ×

1 .7 5
1 2 0 ,2 3 0 円
（ 1 0 ,0 1 9 円）

第10 段階
4 2 0 万円以上

5 2 0 万円未満の方

基準額 ×

1 .9 5
1 3 3 ,9 7 0 円
（ 1 1 ,1 6 4 円）

第11 段階
5 2 0 万円以上

6 2 0 万円未満の方

基準額 ×

2 .1 5
1 4 7 ,7 1 0 円
（ 1 2 ,3 0 9 円）

第12 段階
6 2 0 万円以上

7 2 0 万円未満の方

基準額 ×

2 .3 5
1 6 1 ,4 5 0 円
（ 1 3 ,4 5 4 円）

第13 段階 7 2 0 万円以上の方
基準額 ×

2 .4 5
1 6 8 ,3 2 0 円
（ 1 4 ,0 2 7 円）

※1   老齢福祉年金 明治4 4 年（ 1 9 1 1 年）4 月1 日以前に生まれた方、または大正5 年（ 1 9 1 6 年）4 月1 日以前に生まれた方で一

定の要件を 満たし ている方が受けている 年金です。

※2   合計所得金額 「 収入」から「 必要経費など」を 控除し た額です。 所得段階が第1 〜5 段階の方の合計所得金額は、年金収入に

係る 雑所得差し 引き 後の金額です。 分離譲渡所得がある 方の合計所得金額は、特別控除額差し 引き 後の金額です。

※ 所得段階6 段階以上の算定について 、平成3 0 年度税制改正によ る 基礎控除 1 0 万円引き 上げに伴い、令和3 〜5 年度の介護保

険料においては合計所得金額から 1 0 万円を 控除する 対応を 行っ ていま し たが、こ の対応は令和6 年度以降の介護保険料にお

いては適用さ れません。

市で必要な

介護保険サービス

の総費用

6 5 歳以上の方の

負担分 2 3 %

市に住む

6 5 歳以上の方の

人数

28 29
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社会全体で介護保険を支えています

2 3 %2 3 %



●  6 5 歳以上の方の介護保険料の納め方

6 5 歳になっ た月（ 6 5 歳の誕生日の前日の属する月）の分から 納めます。

納め方は受給し ている年金※の額によっ て次の2 通り に分かれ、個人で納め方を 選ぶこ と

はでき ません。

※受給し ている年金と は、老齢（ 退職）年金・ 遺族年金・ 障害年金をいいます。 老齢福祉年金は対象にはなり ません。

忙し い方、なかなか外出ができ ない方は、口座振替が便利です。

❶介護保険料の納付書、通帳、印かん（ 通帳届出印）を用意し ます。

❷取り 扱い金融機関で「 口座振替依頼書」に必要事項を記入し 、

申し 込みます。

　 ※ 口座振替の開始は、通常、申し 込み日の翌月から になり ます。

　 ※ 口座の残高をご確認く ださ い。 残高不足で引き落としできないケースがあり ます。

● 介護保険料の年額を納付期限に合わせて納めます。

● 市から 納付書が送付さ れますので、取り 扱い金融機関等で納めて

く ださ い。

普 通 徴 収 年金が年額1 8 万円未満の方

 →【 納付書】 や【 口座振替】 で各自納めます

手続き

口座振替が
便利ね

● 介護保険料の年額が、年金の支払い月

（ 4 月・ 6 月・ 8 月・ 1 0 月・ 1 2 月・ 2 月 ） の

年6 回に分けて天引き になり ます。

4 月、6 月、8 月は、仮に算定さ れた保険料を

納め（ 仮徴収）、1 0 月、1 2 月、2 月は、確定し

た年間保険料額から 仮徴収分を 除いた額を

納めます（ 本徴収）。

● 特別徴収の対象者と し て把握さ れると 、おおむね6 カ 月後から 介護保険料が

天引き になり ます。

特 別 徴 収 年金が年額1 8 万円以上の方 

→ 年金から【 天引き 】になり ます 　

10 月 12 月 2 月

本年度

仮徴収 本徴収

4 月 6 月 8 月

●  4 0 〜6 4 歳の方の介護保険料
4 0 〜6 4 歳の方（ 第2 号被保険者） の介護保険料は、加入し ている医療保険の算定方式を

基本と し て決まり ます。 詳し く は加入し ている医療保険にお問い合わせく ださ い。

決まり 方 納め方

国民健康保険に

加入し ている方

世帯に属し て いる 第2 号被

保険者の人数や、 所得な ど

によっ て決まり ます。

※ 所得の低い方への軽減措置な

ど が保険者ごと に設けら れて

います。

同じ 世帯の第2 号被保険者

全員の医療分・ 後期高齢者 

支援分と 介護分を合わせて、

世帯主が納めます。

職場の健康保険に

加入し ている方

加入し ている 医療保険の算

定方式にも と づいて決まり

ます。

医療分・ 後期高齢者支援分と

介護分を 合わせて、 給与か

ら 差し 引かれます。

※ 4 0 〜6 4 歳の被扶養者は個別

に介護保険料を 納める 必要は

あり ません。

こ んなときは、一時的に納付書で納めます
●年度途中で介護保険料が増額になっ た

●年度途中で6 5 歳になっ た

● 年度途中で老齢（ 退職） 年金・ 遺族年金・
障害年金の受給が始まっ た

● 年度途中で他の市区町村から 転入し た

●介護保険料が減額になっ た

●年金が一時差し 止めになっ た

など

介護保険料を 滞納すると？介護保険料を 滞納すると？
災害など特別な事情も なく 介護保険料を納めないでいると 、次のよう な措置が

と ら れます。 介護保険料は納め忘れのないよう 納期限までに納めまし ょ う 。

1 年以上

滞納する と

利用し たサービス費用はいっ たん全額を自己負担し ます。

申請により あと から 保険給付費（ 本来の自己負担を 除く 費用）が

支払われます。

1 年6 カ 月以上

滞納すると

引き 続き 、利用し たサービ ス費用はいっ たん全額自己負担と なり 、申請し て

も 保険給付費の一部または全額が一時的に差し 止めら れます。 滞納が続く 場

合は、差し 止めら れた額から 介護保険料が差し 引かれる場合があり ます。

2 年以上

滞納すると

上記に加えて、滞納期間に応じ て、利用し たサービス費用の自己負担割合が 

3 割ま たは4 割に引き 上げら れたり 、高額介護サービ ス 費、特定入所者介護

サービス費などが受けら れなく なっ たり し ます。

30 31

介護保険料の決まり 方・ 納め方
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介護保険料を納めないでいると 、納期限後20 日以内に督促状（ 督促手数料1 0 0 円）が発送さ れます。

また、延滞金が徴収さ れる場合があり ます。

介護保険料を納めるこ と が難し く なっ た場合は、市の担当窓口に相談し まし ょ う 。


